
豚、いのしし等飼養者の重点取組事項
■ 衛生管理区域に出入りする際の

車両・手指消毒（手袋装着）、長靴・衣類の交換の実施

■ 豚舎に出入りする際の

手指消毒（手袋装着）、長靴の交換の実施

■ 豚等の畜舎間の移動の際の台車の使用や通路の消毒

■ 衛生管理区域内の整理整頓及び消毒

■ 食品残渣を飼料に使用する際の適正な加熱等

■ 発生県及びワクチン接種推奨地域から

豚（愛玩用を含む）、いのしし及び精液等を導入しない

※消毒薬は適切な濃度で使用

※長靴・衣類は、交差汚染に注意して交換
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豚熱が栃木県で発生（国内90例目）！

連絡先（北海道石狩家畜保健衛生所） ＴＥＬ：０１１－８５１－４７７９

夜間・休日の連絡先（北海道庁中央司令室※） ＴＥＬ：０１１－２０４－５０００

※担当者に「石狩家保への緊急連絡」とお伝えください。

【発生農場】 所在地：栃木県栃木市

飼養状況：約1,100頭
【疫学関連施設】 栃木県芳賀町（1施設）

豚に異状が見られたら、速やかに下記まで連絡を！

栃木県は農場から飼養豚で異常が見られる旨の通報を受
けて病性鑑定を実施し、2月16日、当該豚が豚熱の患畜で
あることが判明しました。

中国から日本への団体旅行が解禁され、アフリカ豚熱、口

蹄疫など家畜伝染病の持ち込みリスクも増加しています。

飼養衛生管理基準の遵守状況を再確認してください。


